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新
た
に
28
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が
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、７
２
８
名
体
制
と
な
っ
た
甲
州
市
消
防
団
。
廣

瀬
団
長
の
も
と
、防
火
・
防
災
活
動
に
全
力
を
尽
く
し
ま
す
。

廣瀬尚武団長から辞令が交付されました

地
域
の
安
全
と
安
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を
守
る
た
め
に
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州
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防
団

辞
令
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付
式

消
防
団
役
員
の
紹
介

　市環境センターの跡地（塩山三日市場地内）を市民の皆さまが気軽に集える広場として整備を進めて
いた『甲州市果実の郷スポーツ広場（こぴっとひろば）』が3月に完成し、4月1日のオープンを前に、3月
29日に完成記念式典が行われました。
　式典の中では、愛称公募において“こぴっとひろば”という愛称を命名した鶴岡舞子様や周辺のガー
ドレールを景観に配慮した色に塗装した塩山北小学校などに感謝状が贈呈されました。
　“こぴっとひろば”には、約4,000㎡の芝生広場を中心に軽スポーツが楽しめ、外周にはウォーキング
ができる一周270mのコースが設けられており、災害時には一時避難所としての機能を果たします。
　また、お子さまが楽しめる遊具や大人向けの健康増進に役立つ健康器具を設置し、幅広い年代の方に
ご利用いただけます。
　さらに大型犬と中型犬･小型犬に分けられたドッグランも併設されており、愛犬と一緒にご利用いた
だけます。
　風が吹き抜ける心地よい“こぴっとひろば”で身体を動かしてみませんか。
　市民の皆さまのご利用をお待ちしています。
※こぴっとひろばは、天然芝の芝生広場として整備していますが、芝生の養生期間中は、一部エ
リアのみご利用いただけます。芝生広場の利用開始は、養生期間の終了後に広報こうしゅう、
市ホームページにて周知します。
※こっぴとひろばの芝生は、スポーツ振興くじ助成金を受けて、整備を行いました。

“こぴっとひろば”がオープンしました！
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完成記念式典の様子

広場内には
複数の健康器具を設置

広場に併設されている
ドッグラン
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「市民提案型協働のまちづくり事業補助金」
交付制度の令和8年度事業を募集しています
市民提案型協働のまちづくり事業補助金制度

　地域の問題や課題を、市民のみなさんと市が一緒に解決していく活動への補助金制度です。
　身近なアイディアや気づきから問題の解決策を考え、市に提案・相談し、一緒に解決に向けて活動して
いただく団体の事業が対象です。
　提案いただいた事業の中から、市と協働で実施するのにふさわしい事業かどうか、選考委員会で協議
し、選ばれた事業に対して支援の限度額（1事業20万円以内）を、予算の範囲内で交付します。
※事業収入と補助金の合計額が、交付対象経費の額を上回る場合は、その上回る額を補助金から減額して交付することとな

りますのでご注意ください。

対象事業
1  市の事務事業のうち協働事業として実施することが適当な事業
2  地域のまちづくりの推進を図る事業　 3  地域の保健、医療または福祉の増進を図る事業
4  地域の環境の保全を図る事業　　　　 5  地域の教育・文化・スポーツの振興を図る事業
6  地域の国際化の推進を図る事業　　　 7  地域の安全を図る事業
8  その他地域の活性化や振興に資するものと市長が認める事業

募集期間 9月30日（水）まで

事業実施期間 本制度の補助金交付決定後、令和9年3月31日（水）までに実施し、完了する事業

1  一次審査（書類審査）
2  二次審査（選考委員会でのプレゼンテーション、審議）
※プレゼンテーションでは、団体代表、団体事務担当者から事業の説明をいただきます。
※詳しくは、市ホームページをご覧いただくか、市民課 市民協働推進担当にお問い合わせ

ください。

選考方法

次の書類を市民課 市民協働推進担当に提出してください。応募方法
◯市民提案型協働のまちづくり事業補助金申請書　◯事業計画書　◯収支予算書　◯団体調書　他
※協働事業に応募される場合は、必ず事前に市民課にご相談ください。

 市民課 市民協働推進担当　☎0553-32-5583

マイナンバーカードに
関するお知らせ

T h e  S o c i a l  S e c u r i t y  a n d  T a x  N u m b e r  S y s t e m

1 夜間・休日窓口のご案内夜間・休日窓口のご案内 予約制  〈平日・日中の来庁が難しい方向け〉

日　時 　毎週水曜日（午後7時まで）および5月10日（日）午後1時〜5時
場　所 　市役所本庁舎 1階 市民課

手続きの内容 　マイナンバーカードの申請、交付、更新、暗証番号の再設定
予約方法 　希望日の前開庁日までに電話でご予約ください。

　市職員が訪問し、顔写真の撮影と申請を無料でサポートします。ご希望の場合は、電話等でご相談くださ
い。申請時に本人確認等の必要な条件を満たせば、出来上がったカードを本人限定受取郵便でご自宅へ郵送
します。
団体向け 　企業・学校・サークル等のご希望の場所で申請をサポート ※原則5名以上

対象者 　市民であればどなたでも
個人向け 　個人宅や入院先等で申請をサポート
対象者
1  75歳以上で外出が困難な方　 2  乳幼児（0〜6歳までの未就学児） 
3  障害者手帳等をお持ちの方 　 4  介護保険の要介護・要支援認定を受けている方　等
訪問時間
1  月〜金曜日（祝日を除く）午前9時30分〜午後4時30分　 2  休日開庁日（5月10日）午後1時〜4時

2 『マイナンバーカード出張申請サポート』について『マイナンバーカード出張申請サポート』について 予約制

　市が委託した行政書士による、マイナンバーカードの申請サポートや出来上がったカードを代理で受領す
るサービスを行っています。マイナンバーカードは申請者本人に受領していただくのが原則ですが、病気や
身体の障害等のやむを得ない理由により本人の来庁が困難である場合は、ぜひこちらのサービスをご利用く
ださい。
　代理受領には条件がありますので、個別に相談対応させていただきます。
実施期間 　5月1日（金）〜令和9年2月26日（金）

※代理受領を希望する申請サポートは令和9年1月29日（金）まで

3 マイナンバーカード申請は行政書士にお任せください!マイナンバーカード申請は行政書士にお任せください! 予約制

 市民課 住民記録・戸籍担当　☎0553-32-5061

・ の注意事項
●甲州市民で申請日から約2ヵ月以内に転出予定がない方が対象です。
●希望日の1週間前までに電話で予約をお願いします。
●当日は申請者本人が訪問場所にいてください。
●身体を動かすことが困難な方は、介助者等の同席をお願いします。

※持ち物等詳細は、お問い合わせください。
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おいしく食べて、元気に過ごすために
毎年「後期高齢者歯科口腔健診」を受けましょう

いきいきライフ通信

おいしく食べて、元気に過ごすために、
毎年「後期高齢者歯科口腔健診」を受けましょう

令和8年2月の医療費
国保連診療報酬請求額基準

	 2億4,731万円（前年同月比	△366万円）
	 3万4,603円（前年同月比	+974円）

市の医療費全体
市の1人当たり医療費

後期高齢者歯科口腔健診とは？
　歯や歯ぐきの状態だけではなく、年齢を重ねるごとに低下していく、ものを噛んだり飲み込んだ
りする能力、唇や舌の機能が弱ってないか調べるものです。
　お口の機能が低下すると全身の疾患等に影響があります。
　お口の健康を維持することで、全身の健康へとつながります。

後期高齢者歯科口腔健診では、以下の確認を行います。

噛む機能 飲み込む機能 口や舌の機能 歯や歯ぐきの状況

　最近お口周りで気になることがありませんか？この機会に歯科口腔健診を受けて、元気な身体を長く維持でき
るよう、まずはお口の健康状態を把握してみましょう！

対象者 76 歳以上の方（令和9年4月1日時点の年齢）

申込方法 甲州市健康診断希望調査、または窓口（健康増進課、勝沼・大和支所）での申し込み

受診期間 令和9年3月31日（水）まで

受診方法
①実施医療機関に事前予約します。
②後期高齢者歯科口腔健診受診票、マイナ保険証等を持って受診します。

自己負担金 無料※医師の判断により保険診療を行い、別途料金が発生する場合もあります。

実施医療機関

内田歯科医院　☎0553-32-0123 おざわ歯科医院　　☎0553-44-2772
近藤歯科医院　☎0553-44-5001 早乙女歯科医院　　☎0553-33-2703
宿澤歯科医院　☎0553-33-2281 高木歯科医院　　　☎0553-32-2081
鶴田歯科医院　☎0553-44-5108 ナカムラ歯科医院　☎0553-32-4440
三塚歯科医院　☎0553-32-3420 村田歯科医院　　　☎0553-32-3603
桃の花歯科口腔外科クリニック　☎0553-32-0402
吉田歯科医院　☎0553-44-3123 若月デンタルクリニック　☎0553-34-8241
※山梨県歯科医師会加入の医療機関でも受診できますが、一部実施できない医療機関がございます。詳しく

はお問い合わせください。

その他
甲州市健康診断希望調査で希望された方へは7月に受診票を発送予定です。
受診票発送前に受診票の発行を希望される方は、健康増進課または勝沼・大和支所の窓口に
お越しください。詳しくは5月配布予定の健康カレンダーをご覧ください。

無料

 健康増進課 保健事業担当　☎0553-34-5436

20歳～75歳の方は、
歯周疾患検診を受けましょう。

 健康増進課 健康企画・地域医療担当（本庁2番窓口）
　 ☎0553-32-5014（直通）

 健康増進課 健康企画・地域医療担当　☎0553-32-5014

健康診断希望調査の提出をお願いします。

全員提出  受診希望の有無に関わらず必ずご提出ください。

提出方法 　郵送、窓口（本庁 健康増進課、勝沼支所、大和支所）、Web
提出期限 　6月5日（金）

※健康診断希望調査や健診日程・内容等詳細については、希望調査票に同封されている健康カレンダー
をご覧ください。

　5月中旬に「令和8年度　甲州市健康診断希望調査票」（オレンジ色の封筒）を各世
帯主様宛てに郵送します。
　同一世帯の20歳以上の方は、健診（検診）の受診希望の有無を記入して提出してく
ださい。（Webでの回答も可能です。）

　令和7年度も皆さまの健康づくりの取り組みを応援する事業「健幸ポイントこうしゅう」を実施しました。
令和7年度は過去最多の540人の方にご参加いただき、達成者の方々へ景品をお渡ししました。令和8年度
の参加募集は6月から開始します。多くの皆さまのご参加をお待ちしています。

令和7年度「健幸ポイントこうしゅう」
多くの皆さまのご参加ありがとうございました

オレンジ色の封筒が
目印です

この事業のおかげで、以前よりも
体がきびきびと動くようになった。
無料で気軽に参加できるのが本当
にありがたく、健康づくりの良い
きっかけになっている。最近では
外出の機会も増え、周りの方からも

「色んな所に出かけているね」と声
をかけられるのが嬉しい変化。次
回もぜひ参加して、この習慣を続け
ていきたい。

（80代女性）

事業のおかげで、ウォーキングを
始めるきっかけになった。また、
これまで手に取ることのなかった
食事や運動の健康に関する本を読
んで、知識を深めることができた。

（40代女性）

体操教室で皆さんに会えるのが楽
しく、体操をすると気分が上がる。
家では意志が弱く一人だとやらな
いが、教室へ出向くことが良い習慣
になっている。貯まったポイント
の利用券で仲間とごはんを食べに
行き、楽しく情報交換もできた。ポ
イントという目標があることで、が
んばるやる気が湧いてくる。健康
診断も毎年受けている。

（70代女性）

ディナーコース券
当選者の声

参加者：540人　50ポイント達成者：303人　100ポイント達成者：100人
令和7年度の事業実績

（市内協賛店で利用できる500円券） （抽選で5名にぶどうの丘ペアディナーコース券）
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高齢者の助っ人

 介護支援課 高齢者支援担当　☎0553-34-5434 甲府地方気象台　☎055-222-9101

～身近な仲間と 身近な場所で～
あなたも「楽しい」「集いたい」と思う活動を
始めてみませんか？

寝
た
き
り
や
要
介
護
状
態
を
予
防
す
る
た
め
に

必
要
な
こ
と
は
何
だ
と
思
い
ま
す
か
？

Q

『甲州市高齢者等通いの場整備及び運営補助金』とは？

　地域の高齢者等住民同士が気軽に集い、体操やレクレーション、茶話会などの介護予防に資する活動
（通いの場）を、住民主体で立ち上げ（整備）、活動が継続（運営）できるよう支援する補助金です。地域の皆
さまで役割を担いご活躍いただくことで、ご自身が若々しく元気でいられるだけでなく、身近な場所に通
いの場が増えていくことで地域に「ふれあい」「つながり」や「居場所」が生まれ、地域力の強化にもつなが
ります。

補助の要件

1  補助対象者は、通いの場を整備または運営する団体
　 （住民個人／自治会／ボランティアグループ／NPO法人／民間企業　等）
2  代表者を含めて市民3人以上の構成員であり、かつ、参加予定者の半数以上が65歳以上であること
3  通いの場を1月1回以上開催することを基本とし、年間でおおむね10回以上開催すること
4  1回につき1時間30分以上実施すること
5  市内の屋内施設（集会場、個人宅、事業所の空きスペース等）で開催すること
　 ※ただし、活動内容により、公園等の屋外で開催も可能

6  活動内容は、参加者が限定される特定の活動に偏らず、誰もが参加できるように配慮されていること
7  営利もしくは政治活動または宗教活動を目的とする活動は対象外
8  他の補助金と重複しないこと

補助金額

［整備 補助金］　上限50,000円 ※1団体につき、初年度のみ補助

［運営 補助金］　開催1回につき、上限2,000円 ※年間52回を上限に補助

申請方法等

申請方法、その他の詳細はお問い合わせください。

令和8年5月から防災気象情報が新しくなります

高齢者の暮らしと介護についての
アンケート調査結果について（2）

計画に関すること  介護支援課 介護保険担当　☎0553-32-5066
介護予防事業に関すること  介護支援課 介護予防・高齢者支援担当　 ☎0553-34-5434

　「生活習慣病予防などの健
康づくり」が最も多く、次に

「転倒予防等の筋力向上のた
めの運動」となっており、半数
以上の方が健康づくりや運動
が必要と考えていることがわ
かりました。一方で、市が行
う介護予防事業についての認
知度は2〜4割程度でした。
　 市 で は、65歳 以 上 の 方 を
対象とした「いきいき健幸教
室」、「すこやか脳トレーニン
グ教室」など開催しています。
いつまでも元気に自立した生
活を送ることができるよう、
ぜひご参加ください。

甲州市高齢者等通いの場整備及び運営補助金のご案内
　市では、高齢者の方々の多様な興味・関心に合わせた『通いの場』を支援するため、令和7年4月から「甲
州市高齢者等通いの場整備及び運営支援補助金」事業を開始しています。
　令和7年度は市内8団体が補助金を活用し、体操・茶話会・囲碁・健康麻雀・脳トレ・グランドゴルフ等の

「通いの場」を運営されました。
　今年度の補助金申請が4月1日からスタートしています。ぜひご活用ください。

「週1回以上の他者との交流」や「地域で役割をもつこと」は、心身の健康や介護予防、
認知症予防に効果があるといわれています。

「とにかく楽しく笑いが絶えない！」「ここに来て地域の方と知り合えた、通うのが楽しみです」
「年齢を超えた世代間交流ができる」「楽しみプラス認知症予防でダブルの効果！」 等

令和7年度 利用者の声

　気象庁は令和8年5月下旬（予定）から新た
な防災気象情報の運用を開始します。
　この新たな防災気象情報では、河川氾濫・
大雨・土砂災害・高潮の警報などを、避難行動
に対応した5段階の警戒レベルと整合させ、
災害発生の危険度に応じたレベルの数字を
名称に含めて発表するなど、大雨警報・注意
報などが大きく変わります。
　レベル3警報やレベル4危険警報が発表さ
れたら、自治体からの避難指示等に十分留意いただくととも
に、大雨で危険度が高まった地域が地図で表示される「キキク
ル」や河川の水位情報を参照して、危険な場所にいる方は早め
の避難を心がけてください。

新たな防災気象情報に関する特設ページ

　市では、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できる環境を整備するため、「甲州市高齢者いきいきプラン
（高齢者福祉計画・介護保険事業計画）」を策定し、事業の推進を図っています。
　今年度取り組んでいる第10期計画（令和9年度から令和11年度）の策定に向け、昨年11月に65歳以上の方を対
象に実施した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」の結果について順次お知らせしています。
　今回は、質問項目のうち、「介護予防について」を紹介します。
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「知って安心 子どものアレルギー講座」「知って安心 子どものアレルギー講座」 参加者募集参加者募集

　市では、「すべての子供の健全育成」と「いじめのない子供社会の実現」に向けた取り組みを推進しています。

 教育総務課 学校教育担当　☎0553-32-1412
 農林振興課 農地担当　☎0553-32-5092

農振除外申出の受付について農振除外申出の受付について
　農業振興地域の整備に関する法律（以下「農振法」という。）に基づく農用地区域内の農地を宅地
等に転用する場合には、転用申請前に農振法に基づく農振除外の手続きが必要となります。
　次のとおり個別案件の申出受付を行います。

　農振除外はすべての農地で出来るわけではありません。除外できる可能性がある農地なのか
申出書提出までに必ず事前にご相談ください。また、申出書作成には時間がかかりますので、事
前の相談はお早めにお願いします。

事前相談

　具体的な計画（住宅建築等）があり、他に代替する土地がなく、許可後１年以内に転用申請する
ものについて、集団的農用地や農業振興計画への支障が無い必要最小限の農地で概ね1万㎡未満
の申出を対象とします。
※除外は必要最小限ですので、計画に必要な面積を算出してください。

対象農地

　申出書は農林振興課に用意しています。また、市ホームページからもダウンロードできます。
（word形式）

申出書類について

1  宅地や雑種地、既に除外されている農地等を所有している場合、そちらの土地を使用すること
が優先となります。また、所有の除外されている農地のうち、農振農用地へ編入可能な農地に
ついては編入をさせていただきます。

2  土地基盤整備・土地改良事業等（畑地帯総合整備事業等）の受益に係る地区内の農地について
は、事業が継続中、または、完了した翌年度から起算して8年間は除外できません。

3  畑かん加入地は、移設等について笛吹川沿岸土地改良区等との協議がなければ受け付けられません。
※詳細はお問い合わせください。

注意事項

※申出した農地が必ず除外できるとは限りませんので、ご承知おきください。
※除外されている農地の農振農用地への編入のみも受付けます。

　赤ちゃんの健診や、離乳食教室の際に、保護者のみなさんから「食物アレルギーが心配。」といった相談を受けます。毎日
の食事や育児の中で気になることも多いですよね。
　アレルギー専門の小児科医師が、保護者のみなさんの疑問や心配なことについて最新情報をお話してくれる講座を開催
します。「あれ？これってアレルギー症状かな？」と思った時の対処法や日常生活のポイントについてもお話しします。い
ざという時に落ち着いて対応できるよう、ぜひ、ご参加ください。

 健康増進課 健康づくり担当　☎0553-33-7812

日　時 	 6月16日（火）午後2時～3時20分（午後1時50分受付開始）
講　師 	 山梨大学医学部附属病院	アレルギーセンター

	 山梨厚生病院	小児科　池田	久剛	先生
会　場 	 塩山保健福祉センター
対　象 	 乳幼児の保護者の方
定　員 	 25名
申し込み 	 右記二次元コードからお申し込みください。
育児ボランティアさんによる「ゆるやか託児」を準備しています。

受付期間 　6月15日（月)〜30日(火)午前8時30分〜午後5時15分（土・日・祝日を除く）
提 出 先 　農林振興課 農地担当

　学校を取り巻く社会全体の変化に伴い、生徒指導をめぐる状況も大きく変化しました。昨今のSNS等の普及によるイ
ンターネット上のいじめは巧妙化し、実態が見えにくくなっています。これを受け、市教育委員会では令和8年3月に「甲
州市いじめ防止基本方針」を改訂しました。
　インターネット上での「なりすまし」や「誹謗中傷」を単なる悪ふざけとして見過ごすことはできません。今回の改訂の
趣旨は、ネット上のいじめが単なる「子供同士のトラブル」ではなく、重大な人権侵害であり、法律に触れる行為であるとい
う点です。学校、家庭（保護者）、地域のそれぞれの役割が重要になります。

「甲州市いじめ防止基本方針」を改訂しました!
～インターネット上のいじめ対策の強化～
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「ゼロカーボンシティ甲州」を目指して
ZERO CARBON CITY KOSHU

小型家電等有価物回収事業 予約制
目　的 	 市とジット株式会社では、「リユース活動の促進に向けた連携と協力に関する協定」

を締結しております。この協定に基づき、ジット株式会社が市内の家庭で不用になっ
た小型家電等有価物の買取を実施し、リユースにつなげる回収事業を行います。

	 ◎事前にジット㈱に電話予約が必要です。　◎予約のない方の買取・回収はしません。
日　時 	 6月20日(土)午前8時30分～午後0時30分

	 ※電話予約時に搬入時間の指定をします。指定時間に搬入をお願いします。
	 ※中止の場合は、市ホームぺージおよび市ごみ分別アプリにてご確認ください。

場　所 	 市役所本庁舎駐車場
対　象 	 市内在住者
予約方法 	 ジット㈱　に電話でご予約ください。	※未成年者による持込みはできません。
	 ☎	055-280-8105	(音声案内が流れたら、4番を押してください。※）
	 ※ダイヤル回線の方は、トーン切替「＊」を押してから4番を押してください。

予約期間 	 5月18日(月)～6月19日(金)　
予約受付時間 	 午前9時30分～午後5時（土・日・祝日を除く）　
	 ※定員になり次第受付を終了します。予約終了を市ホームページ・ごみ分別アプリに掲載します。

定　員 	 150世帯	※先着順
持込点数 	 1世帯10点まで	※電話予約時に品目の確認をします。
当日持参するもの 　市内在住がわかる身分証明証（例：マイナンバーカード、運転免許証・保険証等）

買取品目一覧
200円の品目 ミシン

100円の品目 コンポ・キーボード（楽器）・エレキギター・フォークギター・管楽器・ゲーム機・
草刈り機・チェンソー・マウンテンバイク・パソコン本体

80円の品目 編み機

50円の品目
アンプ・スピーカー・ブルーレイプレイヤー（レコーダー）・その他楽器・
石油ストーブ・ガスストーブ・タブレット端末・携帯電話・プリンター・自転車・
ノートパソコン・パソコン用液晶モニター

30円の品目 ラジカセ・CDプレイヤー・ガスコンロ

10円の品目
バッテリー（リチウム・ニッケル・車用・バイク用)・
DVDプレイヤー（レコーダー）・デジタルカメラ・ビデオ・ゲーム機備品・
空気清浄機・除湿器・湯沸し器・電動工具・通信機器（ルーター）・腕時計（大人用）

1円の品目 炊飯器・電子レンジ・扇風機・アイロン・掃除機・
ドライヤー・電気カミソリ・ホットプレート

※家電リサイクル法の対象４品目は買い取り・回収はしません。
　（対象品目:エアコン・テレビ・冷蔵庫（冷凍庫）・洗濯機（衣類乾燥機））
※当日の出入りは、市役所駐車場の「南西側出入口」からお願いします。

 環境課 ごみ減量・リサイクル推進担当　☎0553-33-4404

Androidの方 iPhoneの方

甲州市
ゴミ分別アプリ

　「熱中症警戒アラート」とは、環境省と気象庁が、熱中症の危険性が極めて高くなると予測された際に注意を呼びかけ、熱
中症予防行動を取るよう促すものです。

「熱中症警戒アラート」
　熱中症の危険性が極めて高く、暑熱環境になると予想される場合発表されます。発表されている日には、外出を控える、
エアコンを使用する等の、熱中症予防行動を積極的に取りましょう。

「熱中症特別警戒アラート」
　広域的に過去に例のない危険な暑さ等により、熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療の提供に支障が生じるよう
な恐れがある場合に発表されます。
　市からの防災無線・市の公式LINEにて周知しますので、さらなる熱中症予防行動を積極的に取りましょう。

令和8年度「熱中症警戒アラート」の運用開始（4月22日〜10月21日）

　市では、熱中症による健康被害の発生を防止するため、涼み処の指定を推進しています。指定要件を満たし、ご協力いた
だける施設は市ホームページで紹介させていただきます。熱中症対策へのご協力をお願いします!

［申請方法］	 窓口申請またはホームぺージの申請フォームからお申し込みください。
	 ※「涼み処」の詳細は、二次元コードからホームページをご覧ください。

民間施設を対象に涼み処（クーリングシェルター）を募集します！

　熱中症は、高温多湿な環境に長時間いることで、体温調節機能がうまく働かなくなり、体内に熱がこもった
状態を指します。	屋外だけでなく室内で何もしていないときでも発症します。熱中症について正しい知識
を身につけ、	健康被害を防ぎましょう。

熱
●

中
●

症
●

を防ぎましょう

施設名 所在地 施設名 所在地

市役所本庁舎 塩山上於曽1085-1 山梨中央銀行塩山支店 塩山上於曽1106-4

甲州市民文化会館 塩山上塩後240 山梨中央銀行勝沼支店 勝沼町勝沼748-3

勝沼支所 勝沼町勝沼756-1 JAフルーツ山梨	本所 塩山上塩後1100

大和支所 大和町初鹿野1693-1 JAフルーツ山梨	塩山北支所 塩山上粟生野504-2

塩山図書館 塩山上塩後240 JAフルーツ山梨	松里支所 塩山三日市場3234

勝沼図書館 勝沼町下岩崎1034-1 JAフルーツ山梨	塩山支所 塩山上於曽941-1

ぶどうの丘 勝沼町菱山5093 JAフルーツ山梨	勝沼支所 勝沼町勝沼1205

大藤診療所 塩山上粟生野13-1 株式会社しまむら塩山店 塩山熊野31

甲州市観光案内所 塩山上於曽1860-1 おかじま甲州店 勝沼町山250

地域子育て支援センターあっぷっぷ 勝沼町勝沼756-1 ホームプラザナフコ塩山店 塩山熊野507-1

ウエルシア塩山市民病院前店 塩山下於曽1470 山梨県民信用組合塩山支店・山梨支店 塩山下塩後840-2

ウエルシア塩山北店 塩山赤尾229 山梨信用金庫塩山支店 塩山上於曽1225

サンドラッグ塩山店 塩山下塩後943-1

「涼み処」一覧

涼み処はこの

のぼりが目印です！

4月1日現在

甲州市HP(熱中症対策) 環境省HP（熱中症予防情報サイト）

 環境課 環境対策担当　☎0553-33-4404
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甲州市の「ホット」なできごとを紹介します！
下水道使用料下水道使用料および市設置型市設置型
合併浄化槽使用料合併浄化槽使用料が改定されます7月1日から

　市では、市民の皆さまに快適な生活環境を提供するとともに、より良い自然環境と水環境を後
世に引き継ぐために下水道事業および市設置型合併浄化槽事業を行っています。
　この度、下水道事業および浄化槽事業運営の適正化・安定化を図り、将来にわたり適切な汚水処
理を維持していくために使用料改定をさせていただくこととしました。
　つきましては、7月1日から、下水道使用料および市設置型合併浄化槽使用料を改定させていた
だきます。下水道使用料は、10月請求分（9月検針分）から、市設置型合併浄化槽使用料は、8月請
求分（7月使用分）から新料金の適用となります。
　ご利用の皆さまには、ご負担をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

 上下水道課 下水道担当　☎0553-32-5078

●新しい下水道使用料および浄化槽使用料

下水道の平均使用料単価（消費税込み）
甲州市 （改定前） 160円/㎥
山梨県 （平均） 143円/㎥
全  国 （平均） 190円/㎥
甲州市 （改定後） 184円/㎥

人槽区分 改定前使用料 改定後使用料 差額

5人槽 3,184円 4,140円 ＋956円

6〜7人槽 3,603円 4,684円 ＋1,081円

8〜10人槽 4,546円 5,910円 ＋1,364円

11〜15人槽 7,165円 9,315円 ＋2,150円

16〜20人槽 9,575円 12,448円 ＋2,873円

21〜25人槽 11,251円 14,627円 ＋3,376円

26〜30人槽 12,927円 16,805円 ＋3,878円

31〜40人槽 14,184円 18,440円 ＋4,256円

41〜50人槽 17,013円 22,118円 ＋5,105円

浄化槽使用料（1ヵ月につき:消費税込み）

汚水の種類 基本汚水量 改定前使用料 改定後使用料 差額

一般用 20㎥まで 2,324円 2,674円 ＋350円

公衆浴場 200㎥まで 7,732円 8,894円 ＋1,162円

臨時用 - - - -

基本使用料（2ヵ月につき:消費税込み）

汚水の種類 基本汚水量 改定前使用料 改定後使用料 差額

一般用
21㎥以上

50㎥までの
1㎥につき

155円 179円 ＋24円

一般用 51㎥以上の
1㎥につき 192円 222円 ＋30円

公衆浴場 201㎥以上
の1㎥につき 99円 114円 ＋15円

臨時用 1㎥につき 213円 246円 ＋33円

従量使用料（2ヵ月につき:消費税込み）

※大和地域で市設置型合併浄化槽をお使いの方は、新料金請求時期・料金体系ともに下水道使用料と同様になります。
※水道料金の改定はありません。

令和
7年度 令和8年度〜

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

下
水
道
使
用
料

市
設
置
型

浄
化
槽
使
用
科

下水道使用料改定日:令和8年7月1日

市設置型浄化槽使用料改定日:令和8年7月1日

検針日
改定前（旧料金）

改定前（旧料金）

市設置型浄化槽新料金の適用
令和8年8月以降の請求・口座引落から

下水道新料金の適用
令和8年9月以降の検針から

（10月以降の請求・口座引落から）

改定後（新料金）

改定後（新料金）

TOPICS

　市は災害時に被災地での衛生環境の改善につなげるため「トイレカー」1台を導入しました。3月13日、甲州市中央防災広場塩むすびに
おいて、配備完了報告会を行い、トイレカーのお披露目がされました。軽トラックに水洗トイレを2つ積載しているトイレカーは機動性
に優れており、災害発生時に素早く被災地に駆けつけることができます。市では引き続き災害に備えた取り組みを進めていきます。

災害時被災地の衛生環境の改善につなげる　県内初トイレカーを配備

TOPICS

　3月16日と17日に、令和7年度企業版ふるさと納税へのご寄附をいただきました、三和防災㈱様（甲府市）、㈱サムコマースジャパン様
（東京都渋谷区）に感謝状を贈呈しました。
　いただいたご寄附は、「甲州市まち・ひと・しごと創生推進事業」の「時代に合った地域をつくり、安全に暮らせる地域の創出事業」および
「甲州市への人の流れをつくる、地域経済創出事業」に活用させていただきました。
　今後も企業の皆さまからの寄附を募り、事業のさらなる推進を図っていきます。

『企業版ふるさと納税』　感謝状を贈呈しました（令和7年度寄附）
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　「甲州市生活研究グループ連絡協議会」は、3月24日をもって解散し
ました。昭和56年の設立から45年間、ぶどうジャムや月の雫作りな
どの活動を通じ、郷土の味を次世代へつなぐべく取り組んでまいりま
した。ぶどうまつり等のイベント販売を含むこれまでの活動を温かく
見守り、支えてくださった市民の皆さまに、心より感謝申し上げます。

甲州市生活研究グループ連絡協議会
45年の歴史に幕

　3月15日、山梨国中地域消防司令センターが開所しました。本セ
ンターは、山梨県国中地域を管轄する6つの消防本部が共同で整備
を進めてきたものであり、広域連携による効率的な消防指令体制の
構築が図られました。この運用開始により、迅速かつ的確な対応が
可能となり、災害や救急時における対応力が一層強化されました。

広域連携で救急時の対応力を向上
山梨国中地域消防司令センター開所

　4月5日、塩山地域で一斉河川清掃が行われました。河川の浄化、
環境の保全と美化を図ることを目的に、地域住民や消防団、事業者
の皆さんが参加し、早朝から河川の草刈りや泥上げなどの作業を行
い、多くのごみを回収、河川が貴重な資源であることを再確認しま
した。

自分たちの手で川をきれいに
塩山地域一斉河川清掃

　4月5日、富士北麓公園野球場において、本市と包括連携協定を結
ぶ山梨ファイアーウィンズ対信濃グランセローズの試合が行われま
した。鈴木市長の始球式で始まったこの試合、見事山梨ファイアー
ウィンズが3対2で勝利を収めました。リーグ戦は9月まで57試合
が行われます。優勝目指して頑張れ！山梨ファイアーウィンズ！

本市を本拠地にする山梨ファイアーウィンズ
ホーム開幕戦を見事勝利で飾る

　甲州地区更生保護女性会は、犯罪や非行のない社会を築くために活
動しています。今年も市内の新小学1年生に対し、「犯罪や非行、交通
事故等にあわずに、明るく心に愛を持って、大きく成長していってほ
しい」という願いを込めて愛の鈴を作り、お贈りしています。子ども
たちが、安心して元気に成長できる社会を目指して、今後も活動して
いきます。

甲州地区更生保護女性会
「愛の鈴」を市内の新小学1年生に贈呈

　4月6日、日下部警察署をはじめとする交通安全関連団体が、春の
全国交通安全運動における街頭指導所を開所しました。今年は、こ
どもをはじめとする歩行者の安全な通行の確保と、「ながらスマホ」
の根絶等を重点目標に掲げて周知活動を実施。運動期間中には、啓
発チラシや夜行反射材等を配布し、交通安全に対する理解と協力を
呼びかけました。

春の全国交通安全運動
関係団体が街頭指導所を開所

　3月28日、塩山ふれあいの森総合公園において、こうしゅう桜フェスタが開催されました。ステージではYBSラジオの公開生放送が行われたほ
か、山梨県高等学校応援連盟の魂のこもったエールや、お笑いステージ、峡東ベンチャーズの演奏、塩山太鼓の演奏などが行われました。天候にも
恵まれ、訪れた皆さんは満開の桜に春の訪れを感じながらイベントを楽しんでいました。

満開の桜が彩る　「こうしゅう桜フェスタ」

　4月4日、第52回信玄公祭りが甲府市で開催されました。「武田家の聖地・甲州市」からは、大和地域の中学生を中心に結成した「武田四郎勝頼隊」
が先人への感謝への想いを胸に出陣しました。
　戦国絵巻さながらの雰囲気に包まれる中、優雅な巫女の舞や威風堂々とした軍団行進を披露し、多くの観客を魅了しました。

信玄公祭り　武田四郎勝頼隊が堂々行進

　3月24日、市とフルーツ山梨農業協同組合は「緊急災害時における
施設等の利用に関する協定」を締結しました。本協定は令和3年か
らの物資保管に関する協定を見直し、共撰所などの施設利用に加え、
人的支援等の内容を拡充し、新たに締結したものです。市では今後
も引き続き、緊急災害時の連携や強化を図っていきます。

災害時における連携を一層強化
JAフルーツ山梨と緊急災害時における協定を締結

　4月9日、市は佐川急便株式会社と「包括連携協定」および有事の際
の物資支援を具体化する「災害時における支援物資の受入れ及び配
送等に関する覚書」を締結しました。この締結により、物流のノウハ
ウを活かし、避難所等への迅速かつ確実な物資輸送や物資拠点の円
滑な運営が期待されます。

災害に強いまちづくりへ
佐川急便株式会社との包括連携協定を締結

YBSラジオの公開生放送

舞鶴城公園で行われた巫女の舞

山梨県高等学校応援連盟による熱血応援

勝ちどきをあげる勝頼隊
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申込はこちら

 税務課 収納担当　☎32-5074

お忘れにならないようご注意ください。
※口座振替の方は、6月1日（月）に振替えますので、前日ま
でに残高をご確認ください。

※納税相談を税務課収納担当窓口で随時行っています。

66月月11日（月）日（月）が納期限です。

固定資産税第1期および
軽自動車税の納期限について

手話紹介コーナー
～手話をやってみよう!～

 福祉総合支援課 障害福祉担当 ☎32-5067

こんにちは
今月の手話

片手の人さし指と中
指を重ねて額にあて
る（時計の12時の針
で「お昼」を表現）。そ
の後、おじぎするよう
に頭を軽く下げます。

お
知
ら
せ

要
申
込

甲
州
市
副
業
プ
ロ
人
材
活
用
推
進
事
業

説
明
会
開
催
の
お
知
ら
せ

 

こ
の
事
業
は
、都
市
部
の
副
業
プ
ロ
人
材

を
活
用
し
て
市
内
事
業
者
が
抱
え
る
各

種
課
題
の
解
決
を
支
援
す
る
も
の
で
す
。

S
N
S
を
活
用
し
た
情
報
発
信
の
指
南

か
ら
人
事
管
理
や
D
X（
デ
ジ
タ
ル
化
）

の
推
進
な
ど
専
門
的
な
課
題
ま
で
、基
本

的
に
ど
ん
な
も
の
で
も
対
象
と
し
ま
す
。

副
業
プ
ロ
人
材
と
そ
の
活
用
方
法
を
ご

説
明
し
ま
す
。

課
題
解
決
に
お
悩
み
の
事
業
者
様
は
ぜ

ひ
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

 

５
月
22
日（
金
）

 

午
後
３
時
～

 

市
役
所
本
庁
舎 

１
階 

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

 

市
内
に
拠
点
を
有
す
る
事
業
者

　 （
法
人
格
の
有
無
を
問
わ
ず
）

 

二
次
元
コ
ー
ド
よ
り

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

 

政
策
秘
書
課 

地
方
創
生
担
当

☎
32
‐
５
０
３
７

身
体
障
害
者
等
の
軽
自
動
車
税

減
免
申
請
に
つ
い
て

● 

減
免
区
分

① 

本
人
運
転

障
害
者
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
を

本
人
自
ら
運
転
す
る
場
合

② 

家
族
運
転

障
害
者
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
を

も
っ
ぱ
ら
本
人
の
通
勤
、通
学
、通
院
等

の
た
め
に
、本
人
と
住
居
お
よ
び
生
計
を

一
に
す
る
方
が
運
転
す
る
場
合

③ 

常
時
介
護
者
運
転

障
害
者
の
み
の
世
帯
で
構
成
さ
れ
、障
害

者
本
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
を
常
時

介
護
す
る
方
が
障
害
者
の
通
勤
、
通
学
、

通
院
等
の
た
め
に
運
転
す
る
場
合

※ 

②
、③
は
福
祉
事
務
所（
福
祉
総
合
支
援

課
）で
証
明
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

● 

申
請
期
限

５
月
29
日（
金
）ま
で

※ 

申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
減
免
が
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

● 

申
請
に
必
要
な
も
の

 

手
帳（
身
体
障
害
者
手
帳
等
）

 

車
検
証（
車
検
証
が
な
い
場
合
は
、
標
識

交
付
証
明
書
）

 

運
転
免
許
証（
②
家
族
運
転
、③
常
時
介

護
者
運
転
の
場
合
は
運
転
者
の
免
許
証
）

 

自
動
車
税
等
に
係
る
減
免
資
格
証
明
書

（
②
家
族
運
転
、
③
常
時
介
護
者
運
転
の

場
合
の
み
）

※ 

証
明
書
に
つ
い
て
は
各
手
帳
の
発
行
機

関
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

個
人
番
号（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
）が
確
認
で

き
る
通
知
カ
ー
ド
等

● 

減
免
の
継
続

令
和
７
年
度
に
軽
自
動
車
税
の
減
免
を

税
務
課
資
産
税
担
当
か
ら
の
お
知
ら
せ

◎ 

固
定
資
産
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧

 

４
月
１
日（
水
）か
ら
、「
令
和
８
年
度
固

定
資
産
縦
覧
帳
簿
」の
縦
覧
を
行
っ
て
い

ま
す
。

● 

縦
覧
制
度
と
は

自
己
の
固
定
資
産
の
評
価
額
が
適
正
で

あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
に
、ほ

か
の
類
似
の
固
定
資
産
の
評
価
額
と
の

比
較
が
で
き
る
制
度
で
す
。

● 

縦
覧
で
き
る
方

市
内
に
所
在
す
る
固
定
資
産
税
の
納
税

義
務
者（
相
続
人
を
含
む
。）と
そ
の
同
居

家
族
お
よ
び
納
税
管
理
人
な
ら
び
に
委

任
状
の
あ
る
代
理
人
の
方

● 
縦
覧
に
必
要
な
も
の

本
人
確
認
書
類（
納
税
通
知
書
、
運
転
免

許
証
等
）、印
鑑（
法
人
の
場
合
の
み
）

※ 

相
続
人
の
方
は
相
続
権
が
確
認
で
き
る

書
類（
戸
籍
謄
本
等
）、代
理
人
の
方
は
委

任
状

● 

縦
覧
帳
簿
記
載
内
容

土
地
の
地
番・地
積・価
格
等
、家
屋
の
所

在・家
屋
番
号・床
面
積・価
格
等

● 

縦
覧
期
間

４
月
１
日（
水
）～
６
月
１
日（
月
）

 

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

※ 

土・日・祝
日
を
除
く
。

● 

縦
覧
場
所
　
市
役
所
本
庁
舎 

税
務
課

勝
沼
支
所
／
大
和
支
所

 

税
務
課 

資
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当

☎
32
‐
５
０
６
５

受
け
た
方
で
、車
両
の
変
更
や
免
許
証
の

更
新
な
ど
申
請
内
容
に
変
更
が
な
い
方

は
、申
請
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

● 

注
意
点

減
免
と
な
る
車
両
は
、障
害
者
１
名
に
つ

き
１
台
で
す
。
普
通
自
動
車
で
減
免
を
受

け
る
場
合
は
、軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受

け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、タ
ク

シ
ー
券
交
付
と
の
併
用
も
で
き
ま
せ
ん
。

※ 

詳
し
い
減
免
要
件
等
詳
細
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

税
務
課 

市
民
税
担
当

　 

☎
32
‐
５
０
６
９

軽
自
動
車
税
納
税
証
明
書（
車
検
用
）

に
つ
い
て

 

軽
自
動
車
税
の
納
付
情
報
を
、軽
自
動
車

検
査
協
会
が
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム「
軽

J
N
K
S
」で
確
認
で
き
る
よ
う
に
な

り
、車
検
時
の
納
税
証
明
書
の
提
示
が
原

則
不
要
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
に
伴
い
、令
和
７
年
度
と
同
様
に

口
座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト・ス
マ
ホ
決
済
等

の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付
さ
れ
た
方
へ
の

納
税
証
明
書
の
送
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

軽
自
動
車
税
の
納
付
方
法
に
よ
っ
て
は
、

納
付
情
報
が
軽
J
N
K
S
に
登
録
さ
れ

る
ま
で
日
数
を
要
す
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、車
検
を
お
急
ぎ
の
場
合
は
早
め

の
納
税
を
お
願
い
し
ま
す
。

窓
口
に
て
納
税
証
明
書
の
発
行
を
希
望

さ
れ
る
方
で
、口
座
振
替
の
方
は
金
融
機

関
か
ら
口
座
振
替
結
果
が
届
く
ま
で
の

６
月
１
日（
月
）～
３
日（
水
）の
間
、軽
自

動
車
税
の
引
き
落
と
し
額
が
記
帳
さ
れ

た
通
帳
を
ご
持
参
い
た
だ
い
て
か
ら
の

小
型
特
殊
自
動
車
の

ナ
ン
バ
ー
登
録
に
つ
い
て

 

ト
ラ
ク
タ
ー・
農
耕
用
薬
剤
散
布
車

（
S
S
）な
ど
の
小
型
特
殊
自
動
車
は
、公

道
走
行
の
有
無
や
使
用
の
有
無
に
関
わ

ら
ず
軽
自
動
車
税
の
課
税
対
象
と
な
る

た
め
、
所
有
し
て
い
れ
ば
ナ
ン
バ
ー
登

録
と
納
税
の
義
務
が
発
生
し
ま
す
。
現

在
、車
両
を
所
有
し
て
い
る
が
ナ
ン
バ
ー

登
録
し
て
い
な
い
方
や
、新
た
に
小
型
特

殊
自
動
車
を
取
得
し
た
方
は
、税
務
課
に

て
ナ
ン
バ
ー
登
録
の
申
告
を
行
っ
た
上

で
の
ご
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。
ナ
ン

バ
ー
登
録
に
必
要
な
書
類
は
次
の
通
り

で
す
。

● 

車
両
を
所
有
し
て
い
て
ナ
ン
バ
ー
登
録

し
て
い
な
い
方

必
要
書
類

 

販
売
証
明
書

※ 

販
売
証
明
書
が
無
い
場
合
は
車
体
番
号

の
写
真
、石
刷
り
等
の
車
体
番
号
の
確
認

が
で
き
る
も
の

 

委
任
状（
届
出
者
が
別
世
帯
の
方
の
場
合
）

 

届
出
者
の
身
分
証
明
書

● 

新
た
に
小
型
特
殊
自
動
車
を
取
得
し
た
方

必
要
書
類

 

販
売
証
明
書

 

委
任
状（
届
出
者
が
別
世
帯
の
方
の
場
合
）

 
届
出
者
の
身
分
証
明
書

※ 
標
識（
ナ
ン
バ
ー
）交
付
を
受
け
て
も
、公

道
走
行
で
き
な
い
車
両
も
あ
り
ま
す
。

※ 

市
町
村
か
ら
交
付
さ
れ
る
標
識（
ナ
ン

バ
ー
）は
公
道
走
行
を
許
可
す
る
も
の
で

は
な
く
、課
税
標
識
と
な
り
ま
す
。

 

税
務
課 

市
民
税
担
当

　 

☎
32
‐
５
０
６
９

発
行
と
な
り
ま
す
。
そ
の
際
、時
間
が
か

か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、時
間
に
余

裕
を
持
っ
て
来
庁
く
だ
さ
い
。

ま
た
、車
検
は
車
検
有
効
期
限
の
１
ヵ
月

前
か
ら
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、

日
程
調
整
を
お
願
い
し
ま
す
。

 

税
務
課 

収
納
担
当

☎
32
‐
５
０
７
４

令
和
８
年
度
所
得
証
明
書
等
の
発
行
を

６
月
５
日
か
ら
開
始
し
ま
す

● 

発
行
開
始
日
６
月
５
日（
金
）

● 

発
行
を
開
始
す
る
証
明
書

 

令
和
８
年
度（
令
和
７
年
分
）所
得
証
明

書

 

令
和
８
年
度
　
課
税
証
明
書

 

令
和
８
年
度
　
非
課
税
証
明
書

※ 

前
年
度
以
前
の
証
明
書
は
、６
月
５
日
以

前
に
お
い
て
も
発
行
可
能
で
す
。

● 

発
行
に
必
要
な
書
類
等

 

証
明
書
交
付
申
請
書

 

申
請
者（
窓
口
に
来
る
方
）の
写
真
付
き

身
分
証
明
書（
運
転
免
許
証
等
）

 

手
数
料（
１
通
に
つ
き
３
０
０
円
）

 

委
任
状（
本
人
や
同
世
帯
の
ご
家
族
が
申

請
す
る
場
合
は
不
要
）

※ 

証
明
書
交
付
申
請
書
と
委
任
状
は
、税
務

課
窓
口
に
用
意
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

※ 

郵
送
で
の
交
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、

必
要
書
類
が
異
な
り
ま
す
の
で
、お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

税
務
課 

市
民
税
担
当

☎
32
‐
５
０
６
９

　熱中症による市民の健康に係る被害の発生防止を目的として、地域で熱中症対策予防活動に
取り組んでいただける団体等を「甲州市熱中症対策協力サポーター」として募集しています。
　協力していただける団体・企業等ありましたら、環境課まで連絡をお願いします。
※4月1日現在で23団体にご登録いただいています。

・熱中症対策活動について啓発活動および広報活動
・熱中症対策活動について市民からの相談や助言
・その他、熱中症対策の推進を図るために必要な活動

主な活動内容

 環境課 環境対策担当　☎33-4404

「甲州市熱中症対策協力サポーター」を募集しています！

登録はこちらから（市ホームページ）
https://www.city.koshu.yamanashi.jp/docs/2025061100016/

相

　談

相

　談

イ
ベ
ン
ト

イ
ベ
ン
ト

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」

19 18令和 8 年 5 月広 報 こうしゅう



有
料
広
告

 健康増進課 健康企画・地域医療担当　☎32-5014

お詫びと訂正
　広報こうしゅう4月号15ページに掲載いたしました「帯
状疱疹ワクチン定期接種のお知らせ」につきまして、「今年
度の対象者」の一部に誤りがございました。お詫び申し上
げ、ここに訂正いたします。

●高齢者帯状疱疹ワクチン定期接種のお知らせ
（広報こうしゅう4月号15ページ）

誤）①令和8年度に65、70、75、80、85、90、95歳
になる方

正）①令和8年度に65、70、75、80、85、90、95、
100歳になる方

人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

 

４
月
１
日
付
け
で
法
務
大
臣
よ
り
、新
た

に
2
名
が
人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

廣
瀬
　
一
郎
さ
ん（
塩
山
）

雨
宮
　
葉
子
さ
ん（
勝
沼
）

 

総
務
課 

総
務
担
当

☎
32
‐
５
０
４
１

５
月
12
日
は

民
生
委
員・児
童
委
員
の
日

 

５
月
12
日
は
全
国
民
生
委
員
児
童
委
員

連
合
会
が
定
め
る「
民
生
委
員・
児
童
委

員
の
日
」で
す
。

民
生
委
員・児
童
委
員（
主
任
児
童
委
員
）

は
各
市
町
村
に
置
か
れ
、厚
生
労
働
大
臣

か
ら
委
嘱
さ
れ
た
非
常
勤
特
別
職
の
公

務
員
で
す
。

生
活
や
子
育
て
、介
護
等
の
悩
み
の
相
談

に
の
り
、地
域
の
困
っ
て
い
る
人
と
行
政

等
関
係
機
関
へ
の
橋
渡
し
な
ど
、問
題
の

解
決
に
向
け
た
お
手
伝
い
を
し
て
お
り
、

地
域
住
民
の
み
な
さ
ん
が
安
全・安
心
に

生
活
を
し
て
い
く
上
で
な
く
て
は
な
ら

な
い
重
要
な
活
動
を
担
っ
て
い
ま
す
。

市
内
で
は
１
１
１
人
の
民
生
委
員
と
16

人
の
主
任
児
童
委
員
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
地

区
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

地
区
の
民
生
委
員
を
知
り
た
い
方
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

福
祉
総
合
支
援
課

重
層
的
支
援・地
域
福
祉
担
当

☎
32
‐
５
０
２
７

相

　談

要
予
約

無
料
法
律
相
談

 

５
月
15
日（
金
）

 

午
後
１
時
30
分
～
４
時
30
分

 

勝
沼
防
災
セ
ン
タ
ー 

２
階 

会
議
室
Ａ

 

甲
州
市
民

● 

定
員
　
６
名（
相
談
者
１
名
に
つ
き
30
分
以
内
）

※ 

５
月
７
日（
木
）～
５
月
14
日（
木
）の
間

に
電
話（
土
･
日
･
祝
日
を
除
く
。）で

ご
予
約
く
だ
さ
い
。

※ 

な
る
べ
く
多
く
の
方
に
相
談
機
会
を
設

け
る
た
め
、ご
利
用
は
原
則
、年
度
内
１

人
１
回
限
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

 

総
務
課 

総
務
担
当

☎
32
‐
５
０
４
１

予
約
不
要
・
無 

料

消
費
生
活
相
談

 

５
月
は
、消
費
者
月
間
で
す
。
令
和
８
年

度
は
、「
見
え
る
情
報 

見
え
な
い
仕
組
み 

～
A
I
時
代
の
消
費
者
力
を
高
め
る
た

め
に
～
」が
テ
ー
マ
で
す
。

現
在
、検
索
結
果
や
広
告
、商
品
の
お
す

す
め
表
示
な
ど
、
A
I
が
情
報
を
自
動

で
選
び
表
示
す
る
仕
組
み
が
広
く
使
わ

れ
て
い
ま
す
。
便
利
な
一
方
、そ
の
仕
組

み
が
分
か
り
に
く
く
、思
わ
ぬ
契
約
や
ト

ラ
ブ
ル
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

目
に
入
っ
た
情
報
を
そ
の
ま
ま
受
け
取

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
の

受
給
者
の
皆
さ
ま
へ

 

県
で
は
、４
月
か
ら
医
療
費
後
払
い
モ
デ

ル
事
業
を
開
始
し
て
い
ま
す
。

対
象
医
療
機
関
で
の
自
己
負
担
分
の
医

療
費（
外
来
診
療
の
み
）の
支
払
い
を
後

払
い（
３
ヵ
月
後
の
助
成
金
入
金
後
に
引

き
落
と
し
）と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※ 

参
加
に
は
医
療
費
後
払
い
サ
ー
ビ
ス
へ

の
お
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

● 

対
象
医
療
機
関

山
梨
大
学
医
学
部
附
属
病
院
、

山
梨
県
立
中
央
病
院

 
次
の
必
要
書
類
を
郵
送
ま
た
は
来
庁
に

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

① 
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証

等
の
顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

② 

利
用
す
る
対
象
医
療
機
関
の
診
察
券（
コ

ピ
ー
可
）

③ 

重
度
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
金
の
受

給
者
証（
コ
ピ
ー
可
）

④ 

助
成
金
受
給
者
口
座
の
通
帳
ま
た
は

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド（
コ
ピ
ー
可
）と
登

録
印
鑑

※ 

郵
送
希
望
の
方
は
、事
前
に
申
込
書
を
送

付
し
ま
す
の
で
、ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

 

山
梨
県
福
祉
保
健
部
障
害
福
祉
課

企
画
推
進
担
当

☎
０
５
５
‐
２
２
３
‐
１
４
６
０

https://w
w
w
.pref.yam

anashi.jp/
shogai-fks/atobarai_m

odel.htm
l

ら
ず
、「
な
ぜ
表
示
さ
れ
た
の
か
」「
本
当

に
必
要
な
の
か
」を
考
え
る
こ
と
が
大
切

で
す
。
ま
た
、お
得
に
見
え
て
も
条
件
が

わ
か
り
づ
ら
い
広
告
や
、急
が
せ
る
表
示

に
は
慎
重
に
対
応
す
る
こ
と
が
重
要
で

す
。

気
に
な
る
点
や
不
安
が
生
じ
た
際
は
、一

人
で
悩
ま
ず
、早
め
に
消
費
生
活
相
談
窓

口
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

 

甲
州
市
民
、山
梨
市
民

◎ 

甲
州
市
会
場

 

５
月
13
日（
水
）／
20
日（
水
）／

　 

27
日（
水
）

 

午
前
９
時
～
午
後
４
時

 

市
役
所
本
庁
舎 

１
階 

相
談
室

　 （
市
民
課
内
）

◎ 

山
梨
市
会
場

 

５
月
12
日（
火
）／
19
日（
火
）／

　 

26
日（
火
）

 

午
前
９
時
～
午
後
４
時

 

山
梨
市
役
所

◎ 

甲
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

 

月
～
金
曜
日
　
午
前
９
時
～
午
後
４
時

（
水
曜
日
は
午
後
６
時
ま
で
）

 

甲
府
市
役
所
本
庁
舎 

４
階

 

市
民
課 

市
民
協
働
推
進
担
当

☎
32
‐
５
５
８
３

 

山
梨
市 

商
工
労
政
課 

商
工
労
政
担
当

☎
22
‐
１
１
１
１

 

甲
府
市
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５
‐
２
３
７
‐
５
３
０
９

申
込
不
要

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ

 

オ
レ
ン
ジ
カ
フ
ェ
は
、認
知
症
の
ご
本
人

と
そ
の
家
族
、高
齢
者
を
介
護
し
て
い
る

ご
家
族
、ま
た
は
地
域
の
方
な
ど
誰
も
が

気
軽
に
参
加
で
き
、集
え
る
場
所
で
す
。

飲
み
物
を
片
手
に
お
互
い
に
情
報
交
換

や
交
流
を
し
た
り
、認
知
症
に
詳
し
い
専

門
職
ス
タ
ッ
フ
に
、認
知
症
の
こ
と
や
介

護
の
こ
と
、日
々
の
生
活
で
心
配
な
こ
と

な
ど
を
相
談
し
た
り
し
な
が
ら
、ゆ
っ
く

り
と
し
た
時
間
を
一
緒
に
過
ご
し
ま
せ

ん
か
。

 

５
月
14
日（
木
）（
毎
月
第
２
木
曜
日
）

 

午
前
10
時
～
正
午

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

２
階 

第
３
会
議
室

 

１
０
０
円（
飲
み
物・お
菓
子
代
）

 

介
護
支
援
課 

高
齢
者
支
援
担
当

☎
34
‐
５
４
３
４

 

社
会
福
祉
法
人
光
風
会 

光
風
園

☎
33
‐
７
５
１
１

甲
州
市
立
中
学
校
部
活
動「
地
域

ク
ラ
ブ
」の
参
加
者
を
募
集
し
ま
す

 

市
で
は
、部
活
動
の
地
域
展
開
を
進
め
て

い
ま
す
。

令
和
８
年
度
は「
ラ
グ
ビ
ー
」、「
卓
球
」、

「
女
子
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
」に
加
え
、新
た
に

「
女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
」を
地
域
ク
ラ
ブ

と
し
て
追
加
し
、活
動
を
実
証
的
に
行
い

ま
す
。

活
動
は
、土
･
日
を
基
本
と
し
、月
２
回

～
４
回
程
度
で
す
。

（
一
部
、平
日
夜
間
も
あ
り
ま
す
。）

予
約
不
要
・
無 

料

６
月
１
日
は「
人
権
擁
護
委
員
の
日
」

特
設
人
権
相
談
所
開
設

 

人
権
擁
護
委
員
が
い
じ
め
、親
族
間
ト
ラ

ブ
ル
、差
別
、配
偶
者
か
ら
の
暴
力
、児
童

虐
待
、ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
人
権
に
関
わ
る

相
談
等
を
お
受
け
し
ま
す
。

※ 

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

 

６
月
１
日（
月
）

 

午
前
10
時
～
午
後
３
時

 

市
役
所
本
庁
舎 

２
階 

第
一
会
議
室

 

甲
州
市
民

 

総
務
課 

総
務
担
当

☎
32
‐
５
０
４
１

要
予
約
・
無 

料

甲
府
年
金
事
務
所
出
張
相
談

 

年
金
請
求
手
続
き
、年
金
受
給
者
の
死
亡

に
関
す
る
手
続
き
、
年
金
加
入・
納
付
記

録
の
確
認
や
年
金
額
の
計
算
な
ど

 

５
月
28
日（
木
）

 

午
前
の
部
　
午
前
10
時
～
正
午

　 

午
後
の
部
　
午
後
１
時
～
４
時

 

市
役
所
本
庁
舎 

１
階 

市
民
ギ
ャ
ラ
リ
ー

 

基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も
の（
年
金
手

帳
、年
金
証
書
等
）お
よ
び
本
人
確
認
書

類（
運
転
免
許
証
等
）を
お
持
ち
く
だ
さ

い
。
ま
た
代
理
人
の
方
が
お
越
し
の
場

合
は
、委
任
状
と
代
理
人
の
方
の
本
人
確

認
書
類
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

 

甲
府
年
金
事
務
所

☎
０
５
５
‐
２
５
２
‐
１
４
３
１

● 

練
習
会
場

 

ラ
グ
ビ
ー
　
勝
沼
中
学
校

 

卓
球
　
塩
山
北
小
学
校

 

女
子
ソ
フ
ト
テ
ニ
ス
　
塩
山
テ
ニ
ス
場

 

女
子
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
　
塩
山
中
学
校

※ 

練
習
会
場
が
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り

ま
す
。

● 

応
募
期
間
　
随
時

※ 

現
所
属
部
活
動
と
は
別
に
、誰
で
も
参
加

で
き
ま
す
。

※ 

地
域
ク
ラ
ブ
活
動
に
参
加
さ
れ
る
生

徒
に
は
、
別
途
ス
ポ
ー
ツ
保
険（
年
間

８
０
０
円
）へ
の
加
入
が
必
要
と
な
り
ま

す
。

※ 

詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

教
育
総
務
課 

学
校
教
育
担
当

☎
32
‐
１
４
１
２

申
込
不
要

県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校
の

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
を
開
催
し
ま
す

 

希
望
日
に
直
接
来
校
い
た
だ
き
、参
加
い

た
だ
け
ま
す
。

 

塩
山
キ
ャ
ン
パ
ス

　 

６
月
７
日（
日
）、７
月
12
日（
日
）、

　 

28
日（
火
）、８
月
16
日（
日
）

 

午
前
９
時
～
午
後
０
時
30
分

※ 

詳
細
は
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

 

山
梨
県
立
産
業
技
術
短
期
大
学
校

教
務
学
生
課

☎
32
‐
５
２
０
１

詳細はこちら

詳細はこちら

相
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イ
ベ
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ト
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ベ
ン
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予
約
不
要
・
無 

料

合
同
相
談

 

身
近
な
相
談
窓
口
と
し
て
毎
月
開
催
し

て
い
ま
す
。
行
政
、人
権
、家
庭
の
こ
と

で
お
悩
み
の
方
は
、こ
の
機
会
に
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

 

５
月
８
日（
金
）

 

午
後
１
時
30
分
～
３
時

 

市
役
所
本
庁
舎 

２
階 

第
一
会
議
室

 

甲
州
市
民

 

総
務
課 

総
務
担
当

☎
32
‐
５
０
４
１

予
約
不
要
・
無 

料

勝
沼・大
和
地
域
行
政
相
談

 

行
政
へ
の
つ
な
ぎ
役
と
し
て
、行
政
相
談

委
員
が
身
近
な
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 

５
月
15
日（
金
）

 

午
後
１
時
30
分
～
３
時

 

大
和
ふ
る
さ
と
会
館 

２
階 

研
修
室
３

 

甲
州
市
民

 

総
務
課 

総
務
担
当

☎
32
‐
５
０
４
１

要
申
込

事
業
承
継
個
別
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

 

県
事
業
承
継・引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー
の

ス
タ
ッ
フ
が
、事
業
承
継
に
つ
い
て
、個

別
に
相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は
厳
守

し
ま
す
。

 

６
月
30
日（
火
）

 

１
回
目
　
午
前
９
時
30
分
～

　 

２
回
目
　
午
前
10
時
45
分
～

　 

３
回
目
　
午
後
１
時
～

　 

４
回
目
　
午
後
２
時
15
分
～

　 

５
回
目
　
午
後
３
時
30
分
～

※ 

各
回
１
組
で
相
談
時
間
は
、い
ず
れ
も
１

時
間
以
内
で
す
。

 

市
役
所
本
庁
舎 

１
階 

市
民
会
議
室
Ｂ

 

事
業
承
継
の
進
め
方
が
分
か
ら
な
い
方
、

後
継
者
が
見
つ
か
ら
な
い
方
、

　 

事
業
を
引
き
継
い
で
く
れ
る
会
社
を
探

し
た
い
方
、

　 

後
継
者
が
い
な
い
の
で
工
場
や
設
備
を

売
却・貸
し
た
い
方

 

会
社
案
内
、決
算
書（
確
定
申
告
書
）

 

６
月
25
日（
木
）ま
で
に
F
A
X
ま
た
は

二
次
元
コ
ー
ド
よ
り
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※ 

F
A
X
で
お
申
し
込
み
の
方
は
申
込
書

を
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
く
だ
さ
い
。

 

県
事
業
承
継・引
継
ぎ
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５
‐
２
６
７
‐
７
６
２
０

０
５
５
‐
２
６
７
‐
７
６
３
０

予
約
不
要
・
無 

料

こ
ど
も
家
庭
相
談

 

こ
ど
も
家
庭
セ
ン
タ
ー
で
は
、こ
ど
も・

子
育
て
全
般
や
、児
童
虐
待
防
止
等
、家

庭
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
困
り
ご
と
の

相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

こ
ど
も
に
対
し
て
の
不
適
切
な
対
応
は
、

こ
ど
も
の
身
体
の
成
長
や
脳
の
発
達
に

影
響
を
及
ぼ
し
ま
す
。「
虐
待
か
も
」と

思
っ
た
ら
、こ
ど
も
を
救
う
た
め
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。「
あ
な
た
」の
勇
気
が
、

こ
ど
も
を
守
る
大
き
な
一
歩
と
な
り
ま

す
。

※ 
連
絡
者
の
情
報
は
守
ら
れ
ま
す
。
匿
名

で
の
連
絡
も
可
能
で
す
。

 
随
時

 

子
育
て
支
援
課 

こ
ど
も
家
庭
相
談
担
当

☎
33
‐
２
２
０
３

32
‐
５
０
７
９

障
害
者
差
別
に
関
す
る
相
談

 

「
こ
れ
っ
て
障
害
者
差
別
で
は
？
」「
障
害

者
の
方
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
す
る
べ

き
か
？
」な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。
専

門
の
相
談
員
を
配
置
し
て
お
り
、助
言
や

情
報
提
供
、関
係
者
間
の
調
整
な
ど
を
実

施
し
ま
す
。

 

福
祉
総
合
支
援
課 

相
談
支
援
担
当

☎
32
‐
０
２
８
５

32
‐
５
０
７
９

要
申
込

成
年
後
見
制
度・相
続・

遺
言
に
つ
い
て
の
相
談

 

成
年
後
見
制
度
お
よ
び
相
続
等
に
関
す

る
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
。
各
相
談
に

司
法
書
士
が
対
応
し
ま
す
。

● 

次
の
よ
う
な
内
容
に
つ
い
て
相
談
い
た

だ
け
ま
す
。

〇 

将
来
に
備
え
て
成
年
後
見
制
度
に
つ
い

て
知
り
た
い

〇 

相
続
に
つ
い
て
詳
し
く
知
り
た
い

〇 

遺
言
書
を
作
成
し
た
い
　
な
ど

 

５
月
27
日（
水
）

 

午
後
１
時
３
分
～
４
時
30
分

 

塩
山
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

２
階 

視
聴
覚
教
材
室

 

市
内
在
住
者

● 

定
員
　
４
名（
１
人
に
つ
き
40
分
以
内
）

 

５
月
１
日（
金
）か
ら
電
話
に
て
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

 

甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

権
利
擁
護
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
34
‐
８
１
９
５

要
予
約
・
無 

料

甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

休
日
無
料
法
律
相
談

 

平
日
は
忙
し
く
て
相
談
に
行
け
な
い
と

い
う
方
に
、休
日
無
料
法
律
相
談
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
法
律
の
専
門
家
で
あ
る

弁
護
士
が
対
応
し
ま
す
。

 

５
月
23
日（
土
）

 

午
前
９
時
～
午
後
０
時
20
分

 

勝
沼
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー 

１
階
会
議
室

要
予
約
・
無 

料

あ
ん
し
ん
相
談

 

閉
じ
こ
も
り
が
ち
に
な
っ
た
、
無
口
に

な
っ
た
、会
社
や
学
校
に
行
け
な
い
、家

族
関
係
や
友
人
関
係
が
う
ま
く
い
か
な

い
な
ど
、心
の
悩
み
や
不
安
を
中
心
と
し

た
相
談
に
応
じ
ま
す
。

 

随
時（
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。）

 

来
所
を
基
本
と
し
ま
す
が
、ご
事
情
に
よ

り
訪
問
等
の
対
応
も
行
い
ま
す
。
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

 

福
祉
総
合
支
援
課 

相
談
支
援
担
当

☎
32
‐
０
２
８
５

32
‐
５
０
７
９

要
予
約
・
無 

料

も
の
忘
れ
相
談

 

最
近
も
の
忘
れ
し
や
す
く
な
り
心
配
な

方
や
、気
に
な
る
症
状
が
出
て
き
た
家
族

へ
の
対
応
方
法
な
ど
、日
下
部
記
念
病
院

の
認
知
症
専
門
医
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

お
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

 

５
月
15
日（
金
）

※ 

毎
月
第
３
金
曜
日
に
も
の
忘
れ
相
談
を

行
っ
て
い
ま
す
。

 
午
後
１
時
30
分
～

 
市
役
所
本
庁
舎

 
５
月
12
日（
火
）ま
で
に
お
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

 

介
護
支
援
課 
高
齢
者
支
援
担
当

☎
34
‐
５
４
３
４

 

市
内
在
住
者

● 

定
員
　
５
名（
１
人
に
つ
き
40
分
以
内
）

 

５
月
１
日（
金
）か
ら
電
話
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

※ 

共
同
募
金
の
助
成
を
受
け
て
実
施
し
て

い
ま
す
。

 

甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

無
料
法
律
相
談
事
務
局

☎
34
‐
８
１
９
５

予
約
不
要
・
無 

料

介
護
と
ふ
く
し
の
相
談
窓
口

 

介
護
や
福
祉
に
関
す
る
制
度
や
ご
家
族

の
介
護
の
お
悩
み
な
ど
を
ケ
ア
マ
ネ

ジ
ャ
ー
が
丁
寧
に
お
話
を
伺
い
、一
緒
に

解
決
の
方
法
を
考
え
て
い
き
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
し
た
疑
問
や
不
安
で
も
相
談

で
き
る
身
近
な
場
所
で
す
。
ど
こ
に
相

談
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
、と
迷
っ
た
と

き
に
は
ぜ
ひ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

入
浴
や
施
設
利
用
の
つ
い
で
に
お
気
軽

に
お
立
ち
寄
り
い
た
だ
け
ま
す
。

 

毎
週
木
曜
日
午
後
１
時
～
４
時

 

勝
沼
健
康
福
祉
セ
ン
タ
ー
内

 

甲
州
市
社
会
福
祉
協
議
会

ケ
ア
プ
ラ
ン
セ
ン
タ
ー

☎
39
‐
９
３
７
０

要
予
約
・
無 
料

県
労
働
委
員
会
委
員
に
よ
る

労
働
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

 

退
職
や
賃
金
、勤
務
条
件
の
切
り
下
げ
、

安
易
な
雇
用
調
整
、パ
ワ
ハ
ラ
な
ど
職
場

の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て
労
働
委
員
会
委

員（
弁
護
士
･
労
働
組
合
役
員
･
会
社

役
員
な
ど
）が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

※ 

秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま
す
。

 

６
月
20
日（
土
）

 

午
前
10
時
～
正
午
、午
後
１
時
～
３
時

（
１
相
談
あ
た
り
50
分
以
内
）

 

山
梨
県
立
図
書
館 

交
流
ル
ー
ム

 

６
月
12
日（
金
）午
後
５
時
ま
で
に
電
話

ま
た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

 

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局

☎
０
５
５
‐
２
２
３
‐
１
８
２
７

移住支援ポータルサイト「甲州らいふ」掲載事業者様大募集!移住支援ポータルサイト「甲州らいふ」掲載事業者様大募集!
　甲州市の地域情報や魅力を発信している「甲州らいふ」に掲載させていただける市内の飲食店・宿泊施設等を募集
します。リンク掲載になりますので、独自のホームページやSNS等があり適宜更新されている事業者様に限らせて
いただきます。
　市外からのお客様がご利用可能で市の魅力発信に繋がるような業態であれば原則として業種は問い
ません。また、掲載に係る費用は無料です。
　掲載を希望される方は下記のメールアドレスにリンク先のアドレスを貼付し、タイトルを「甲州らい
ふ掲載希望」としてご連絡ください。追って担当からご連絡させていただきます。
　皆様の事業のひとつひとつが地域情報であり魅力にもなります。たくさんのご応募お待ちしています。
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：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

相

　談

相

　談

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」

23 22令 和 8 年 5 月広報こうしゅう



申込はこちら

イ
ベ
ン
ト

申
込
不
要
・
無 
料

歴
史
講
演
会

「
概
説

　武
田
信
玄
公
を
支
え
た
弟
た
ち
」

 

甲
斐
の
虎 

武
田
信
玄
公
を
支
え
た
兄
弟

で
あ
る
武
田
信
繁
と
武
田
信
廉
の
功
績
、

そ
の
生
涯
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

 

５
月
10
日（
日
）

 

午
後
２
時
～
３
時

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

２
階 

大
会
議
室

● 

講
師
　
海
老
沼 

真
治 

氏

（
山
梨
県
立
博
物
館 

学
芸
員
）

● 

主
催
　
甲
州
市
郷
土
研
究
会

● 

共
催
　
甲
州
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課

 

生
涯
学
習
課 

文
化
財
担
当

☎
32
‐
５
０
７
６

甘
草
屋
敷
五
月
飾
り
展

～
端
午
の
節
句
を
甘
草
屋
敷
で
祝
お
う
～

 

旧
高
野
家
住
宅（
甘
草
屋
敷
）で
は
、毎
年

５
月
５
日
の『
端
午
の
節
句
』に
合
わ
せ

て「
五
月
人
形
」を
展
示
し
て
い
ま
す
。

主
屋
に
並
ん
だ
約
１
０
０
点
の
五
月
人

形
を
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

 

５
月
１
日（
金
）～
６
月
１
日（
月
）

● 

休
館
日
　
火
曜
日（
祝
祭
日
に
あ
た
る
場

合
は
、そ
の
翌
日
）、５
月
７
日（
木
）～
10

日（
日
）

 

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

 

旧
高
野
家
住
宅 

甘
草
屋
敷

● 

観
覧
料

要
申
込

コ
ー
ヒ
ー
飲
み
比
べ
講
座

 

数
種
類
の
コ
ー
ヒ
ー
を
飲
み
比
べ
な
が

ら
、香
り・苦
味・コ
ク
の
違
い
を
ゆ
っ
く

り
味
わ
い
、自
分
の
好
み
を
見
つ
け
て
み

ま
せ
ん
か
。
コ
ー
ヒ
ー
初
心
者
の
方
も

大
歓
迎
で
す
。

 

６
月
21
日（
日
）

 

午
前
10
時
～
11
時
30
分

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

３
階 

料
理
実
習
室

 

市
内
在
住
の
方

● 

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

● 

講
師
　
畠
山 

忠 

氏

（
J
I
N 

C
O
F
F
E
E 

主
宰
）

 

エ
プ
ロ
ン

 

５
０
０
円（
当
日
徴
収
）

 

５
月
13
日（
水
）よ
り
L
o
G
o
フ
ォ
ー

ム（
24
時
間
受
付
）、
電
話
ま
た
は
窓
口

（
月
曜
･
休
館
日
を
除
く
午
前
９
時
～

午
後
５
時
）に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

 

生
涯
学
習
課 

公
民
館
担
当

☎
32
‐
１
４
１
１

要
申
込
・
無 

料

体
幹
U
P
！ 「
ヨ
ガ
」講
座

 

ヨ
ガ
の
基
本
姿
勢
や
呼
吸
法
、瞑
想
な
ど

の
レ
ッ
ス
ン
を
体
験
し
ま
す
。

 

６
月
18
日（
木
）

 

午
前
10
時
～
11
時
30
分

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

２
階 

第
２
会
議
室

● 

定
員
　 

10
名（
抽
選
制
）

 

個
人
大
人 

３
１
０
円

　 

小
人・学
生
２
０
０
円

 

団
体
大
人 

２
０
０
円

　 

小
人・学
生
１
０
０
円

※ 

団
体
は
20
名
以
上
。

※ 

小
人
は
６
歳
以
上
20
歳
未
満
。

 

生
涯
学
習
課 

文
化
財
担
当

☎
32
‐
５
０
７
６

 

旧
高
野
家
住
宅 

甘
草
屋
敷

☎
33
‐
５
９
１
０

 

市
内
在
住・在
勤
の
方

（
小
学
３
年
生
以
下
の
方
は
保
護
者
の
同

伴
が
必
要
で
す
。）

● 

講
師
　
高
木 

緑 

氏

　 （
Y
O
G
A
空 

主
宰
）

 

飲
み
物（
水
分
補
給
用
）、フ
ェ
イ
ス
タ
オ

ル
、ヨ
ガ
マ
ッ
ト
、動
き
や
す
い
服
装
、体

温
調
節
の
た
め
の
羽
織
る
も
の

 

５
月
14
日（
木
）～
22
日（
金
）の
間
に

L
o
G
o
フ
ォ
ー
ム（
24
時
間
受
付
）、電

話
ま
た
は
窓
口（
月
曜・
休
館
日
を
除
く

午
前
９
時
～
午
後
５
時
）で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

※ 

抽
選
結
果
は
、５
月
26
日（
火
）以
降
、当

選
さ
れ
た
方
へ
連
絡
し
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課 

公
民
館
担
当

☎
32
‐
１
４
１
１

要
申
込
・
無 

料

ス
マ
ホ
が
も
っ
と
楽
し
く
な
る

初
心
者
ス
マ
ホ
教
室

 

ス
マ
ホ
が
初
め
て
で
も
安
心
の
初
心
者

向
け
ス
マ
ホ
教
室
で
す
。
ス
マ
ホ
の
基

本
操
作
が
わ
か
る
よ
う
、ゆ
っ
く
り
丁
寧

に
お
教
え
し
ま
す
。

 

５
月
29
日（
金
）

 

午
後
１
時
30
分
～
３
時

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

３
階

第
２
研
修
室

● 

定
員
　
10
名（
先
着
順
）

 

市
内
在
住
者

● 

内
容
　「
ス
マ
ホ
を
あ
な
た
の
記
録
係

に
！
写
真
と
カ
レ
ン
ダ
ー
の
使
い
方
」

『こどもまつり』開催します！〈要申込〉
日　時 　5月29日（金）　　 場　所　 　東雲ふれあい親子館
対　象 　未就学児とその保護者（先着15組）

申込方法 　4月20日（月）より 右記二次元コードにて
 お申し込みください。
※詳細は、市ホームページに掲載予定です。

 東雲ふれあい親子館　☎44-3723／塩山南児童センター　☎33-7900／塩山北児童センター　☎33-7800

※お誕生日イベントも常時開催しています。（予約不要）各館で手形ができます。お子さんの成長
記録にいかがですか。プレゼントも用意しています。5月お誕生日のお友だち、集まれ!!

※詳細は、各館にお問い合わせください。

日　程 イベント内容 場　所

11日（月）～15日（金） 折り紙あそび（かぶと） 東雲ふれあい親子館

18日（月）～22日（金） 折り紙あそび（いちご） 塩山南児童センター

25日（月）～28日（木） 折り紙あそび（かえる） 塩山北児童センター

甲
州
市
児
童
セ
ン
タ
ー・

親
子
館
イ
ベ
ン
ト
情
報

　甲
州
市
児
童
セ
ン
タ
ー
、親
子
館
で
は
、今

月
も
親
子
活
動
を
し
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
親

子
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
♪

講
座
・
教
室

要
申
込

甲
州
市「
宇
宙
の
学
校
」

　参
加
者
募
集

◎ 

甲
州
市「
宇
宙
の
学
校
」と
は
？

宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構（
J
A
X
A
）、

子
ど
も・宇
宙・未
来
の
会（
K
U
‐
M
A
）

や
甲
州
市「
宇
宙
の
学
校
」指
導
者
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
、身
近
な
教
材
を
使
っ

て
日
常
や
身
の
回
り
で
起
こ
る
事
、不
思

議
に
思
う
現
象
の
仕
組
み
等
を
親
子
で

協
力
し
な
が
ら
学
ぶ
体
験
学
習
で
す
。

● 

日
程

 

５
月
30
日（
土
）

 

第
１
回

「
開
校
式・宇
宙
の
お
話・熱
気
球
を
飛
ば

そ
う
」

 

７
月
11
日（
土
）

 

第
２
回「
紙
筒
ロ
ケ
ッ
ト
を
飛
ば
そ
う
」

 

９
月
５
日（
土
）

 

第
３
回

「
ス
ト
ロ
ー
グ
ラ
イ
ダ
ー
を
飛
ば
そ
う
」

 

12
月
19
日（
土
）

 

第
４
回

「
飛
ぶ
た
ね
の
ひ
み
つ・
レ
ポ
ー
ト
発
表

会・閉
校
式
」

 
午
前
10
時
～
正
午

 
甲
州
市
民
文
化
会
館 

２
階 

大
会
議
室

● 
定
員
　
親
子
20
組（
抽
選
制
）

 

市
内
在
住
ま
た
は
市
内
の
小
学
校
１
～

６
年
生
と
そ
の
保
護
者

 

１
組
　
１
，５
０
０
円（
４
回
分
の
参
加

料・初
回
に
徴
収
し
ま
す
。）

 

５
月
8
日（
金
）ま
で
に
、
L
o
G
o

フ
ォ
ー
ム（
24
時
間
受
付
）、窓
口
ま
た
は

● 

講
師
　
小
林 

美
由
紀 

氏

（
パ
ソ
コ
ン
サ
ー
ク
ル 

あ
っ
と
ほ
ー
む

主
宰
）

 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、充
電
器

 

５
月
12
日（
火
）よ
り
L
o
G
o
フ
ォ
ー

ム（
24
時
間
受
付
）、
電
話
ま
た
は
窓
口

（
月
曜
･
休
館
日
を
除
く
午
前
９
時
～

午
後
５
時
）に
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

 

生
涯
学
習
課 

公
民
館
担
当

☎
32
‐
１
４
１
１

申
込
不
要
・
無 

料

オ
ン
ラ
イ
ン
講
座

◎ 

山
梨
学
講
座

「
山
梨
に
生
き
る
動
物
た
ち

～
過
去
か
ら
未
来
へ
～
」

 

山
梨
に
は
、動
物
園
で
暮
ら
す
動
物
た
ち

も
、野
生
で
生
き
る
動
物
た
ち
も
、こ
の

土
地
と
と
も
に
長
い
時
間
を
歩
ん
で
き

た
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

本
講
座
で
は
、山
梨
に
生
き
る
動
物
た
ち

の
過
去・現
在・未
来
を
、動
物
園
と
野
生

動
物
の
視
点
か
ら
学
ぶ
機
会
と
し
ま
す
。

「
野
生
動
物
の
歴
史
と
こ
れ
か
ら

～
D
N
A
か
ら
過
去
を
読
み
解
く
～
」

 

５
月
20
日（
水
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

● 

講
師
　
渡
辺 

拓
実 

氏（
山
梨
県
富
士
山

科
学
研
究
所 

自
然
環
境・
共
生
研
究
科
　

研
究
員
）

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

３
階 

第
２
研
修
室

● 

定
員
　
30
名（
先
着
順
）

 

筆
記
用
具

電
話（
土
･
日
･
祝
日
を
除
く
午
前
９

時
～
午
後
５
時
）の
い
ず
れ
か
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

抽
選
結
果
は
、当
選
さ
れ
た

方
に
５
月
22
日（
金
）ま
で

に
ご
連
絡
し
ま
す
。

● 

主
催
　
甲
州
市
教
育
委
員
会

● 

共
催
　
宇
宙
航
空
研
究
開
発
機
構

（
J
A
X
A
）宇
宙
教
育
セ
ン
タ
ー
認
定

N
P
O
法
人
子
ど
も
･
宇
宙
･
未
来
の

会（
K
U
‐
M
A
）

※ 

活
動
の
様
子
は
撮
影
さ
せ
て
い
た
だ
き
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
掲
載
し
ま
す
。

ま
た
、報
道
機
関
に
よ
る
取
材
を
行
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課 

社
会
教
育
担
当

☎
32
‐
５
０
９
７
　

32
‐
５
１
７
２

◎ 
現
代
的
課
題
講
座

「
人
生
１
０
０
年
時
代
の
健
康
寿
命
を
ど

う
の
ば
す
？
」

 

日
本
人
の
平
均
寿
命
が
の
び
、「
人
生

１
０
０
年
時
代
」と
も
い
わ
れ
る
現
代
、

い
か
に
健
康
寿
命
を
の
ば
す
か
が
重
要

で
す
。

本
講
座
で
は
、「
食
事
」「
認
知
」「
身
体
機

能
」に
焦
点
を
当
て
、健
康
的
で
豊
か
な

人
生
を
目
指
す
た
め
に
正
し
い
知
識
を

得
る
機
会
と
し
ま
す
。

「
認
知
機
能
を
維
持
し
て
幸
せ
に
生
き

る
」

 

５
月
14
日（
木
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

● 

講
師
　
川
﨑 

洋
介 

氏（
特
定
医
療
法
人

南
山
会
峡
西
病
院 

理
事
長・院
長
）

「
自
分
で
守
ろ
う
足
腰
の
健
康
」

 

５
月
19
日（
火
）

 

午
後
２
時
～
３
時
30
分

● 

講
師
　
依
田 

武
雄 

氏（
日
本
健
康
ス

ポ
ー
ツ
連
盟
主
任
研
究
員 

健
康
運
動
指

導
士
）

 

甲
州
市
民
文
化
会
館 

３
階 

第
２
研
修
室

● 

定
員
　
各
回
30
名（
先
着
順
）

 

筆
記
用
具

※ 

山
梨
県
生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
が
開

催
す
る
講
座
を
、リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
中
継

し
、当
会
場
で
視
聴
し
ま
す
。

※ 

開
催
時
間
の
５
分
前
か
ら
当
会
場
に
お

け
る
質
問
方
法
の
説
明
を
行
い
ま
す
。

 

生
涯
学
習
課 

公
民
館
担
当

☎
32
‐
１
４
１
１

有
料
広
告 6/14

       　（日）
甲州市中央公民館

現代ぷろだくしょん前売・問合せ 03-5332-3991

映画『わたしのかあさん-天使の詩-』上映会

寺島しのぶ・常盤貴子・船越英一郎
ホール

開演：①10：30②14：00（字幕付き上映）

後援：甲州市

前売券 1,300円 /当日券 一般 1,800円、障がい者手帳割引あり

  

（甲州市民文化会館）

知的障がいを持つ母と健常者の娘の家族愛を描いた
笑って泣ける感動作。観ると優しい気持ちになれます。

ほか豪華キャスト

申込はこちら

申込はこちら

申込はこちら

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

相

　談

相

　談

イ
ベ
ン
ト

：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ ：内容   ：日付   ：時間   ：場所   ：対象   ：料金   ：持ち物   ：申込方法   ：問合せ

I n f o r m a t i o nI n f o r m a t i o n

講
座
・
教
室

講
座
・
教
室

イ
ベ
ン
ト

市
外
局
番
は「
0
5
5
3
」
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か
き
す

け ホームページ https://www.lib-koshu.jp/

　山梨県・国選択指定無形民俗文化財である藤切
り祭が柏尾山大善寺で行われます。藤切り祭は、
「柏尾のお薬師さん」の名でも親しまれており、奇
祭として有名です。この祭は、大蛇に見立てた藤
づる（藤の根）を御神木から切り落とし、群衆がそ
れをお守りとして激しく奪い合う勇壮なお祭り
です。年に1度の祭礼をぜひお楽しみください。

日時 	令和8年5月5日（火・祝）
	 午後2時〜	 天狗祭
	 午後3時〜	 稚児行列・護摩祈祷
	 午後4時〜	 入山作法・稚児の舞
	 午後4時30分頃〜	 大蛇退治（藤切り）
場所 	 柏尾山大善寺
	 ※令和6年度から藤づる（藤の根）の奪い合いは行わ

ず、総代が希望者に切り分けて授与しています。

 生涯学習課 文化財担当　☎32-5076

柏尾大善寺の「藤切り祭」について柏尾大善寺の「藤切り祭」について

Y A M A N A S H I  P O L I C E

☎22-0110日下部警察署 INFORMATION

犯罪被害者支援活動相談窓口について

　県警察等では、犯罪被害、交通事故被害に遭われた
方やそのご家族のお気持ちに寄り添い、心のケアや
経済的支援等様々なサポートを行っています。一人
で悩まず、右表の窓口にご相談ください。

犯罪被害にあわれたらご相談ください
〜あなたの痛みに、私たちは寄り添います〜

　犯罪被害は、「他人ごと」ではなく、自分や身近な人
が犯罪被害に遭う可能性や、日常生活の中で突然被
害に遭う可能性があります。
　警察庁では、犯罪被害に遭われた方やその支援者
のためのポータルサイト「ギュっとチャンネル」を開
設しています。ぜひ一度ご覧ください。

山梨県犯罪被害者等総合支援窓口 ☎055-223-4180
（土･日･祝日を除く午前8時30分～午後5時15分）

警察総合相談室 ☎#9110または☎055-233-9110（24時間対応）

性暴力110番 ☎＃8103または☎0120-79-8103（24時間対応）

ヤングテレホン ☎0120-31-7867
（土･日･祝日を除く午前8時30分～午後5時）

（公社）被害者支援センターやまなし ☎055-228-8622
（土･日･祝日を除く午前10時～午後4時）

やまなし性暴力被害者サポート
センター「かいさぽ ももこ」 ☎＃8891または☎055-222-5562（24時間対応）
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塩山図書館

知的書評合戦ビブリオバトルIN塩山
日　時  6月13日（土）午後5時15分～
会　場  塩山図書館閲覧席

〈紹介本のテーマ〉『フリー』
※本の紹介をしてくれる方を募集しています。※観覧は申込不要。

甘草屋敷子ども図書館

えんがわおはなし会 要申込

おはなし父さんのおはなし会と工作『くらくらエイリア
ン』を作るワークショップを行います。

日　時  6月13日（土）午後2時～
申　込  5月16日（土）～ 塩山図書館まで

大和図書館 武田勝頼公図書展【開催中】

『勝頼の姿をたどる大和の地』 
日　時  6月末まで　 会　場   大和ふるさと会館 ロビー

景徳院や栖雲寺はもちろん、大和の地には「勝頼公の残
した軌跡」が多くあります。その場所をたどり、勝頼公
に思いをはせていただきたいと思います。

甘草屋敷子ども図書館第86回企画展

『忍者の蔵 其の3』開催 
日　時  5月2日（土）～6月21日（日）まで
会　場  甘草屋敷子ども図書館 ギャラリー

忍者に関する本の紹介となりきり忍者体験ができる楽
しい展示。

日　時  5月2日（土）、3日（日・祝）
 各日午前10時～午後4時

会　場  勝沼図書館前テント
不要になった本（週刊誌・雑誌・マンガ雑誌は除く。）があ
りましたら、事前に勝沼図書館までご連絡ください。

勝沼図書館

ブックリサイクル

期　間  5月29日（金）～6月12日（金）　
蔵書点検・館内整備のため上記の期間で休館します。ご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をお願いします。なお、塩
山、大和、甘草屋敷子ども図書館は通常通り開館しています。

勝沼図書館および子ども図書館蔵書点検のお知らせ

日　時  5月24日（日）午後2時～　
申　込  4月25日（土）～

 塩山図書館まで

会　場  甲州市民文化会館 2階
 第3会議室
紙を使って春色のおしゃれなクレッ
セントリースを作ります。

塩山図書館

『ペーパークラフト教室』
～春色クレッセントリース～ 要申込

勝沼図書館

まーの・あ・まーの 手話のおはなし会
日　時  5月17日(日) 午前10時30分～
会　場  勝沼図書館 児童コーナー

手話の読み聞かせと楽しい工作のおはなし会です。『おべん
とうバスのかくれんぼ』(真珠)まりこ/作 ひさかチャイルド)

『999ひきのきょうだい』(木村 研/村上康成/絵 
ひさかチャイルド)でアニマシオンをします。
問い合わせ   勝沼図書館※申し込みはこちらから→

●利用者カードバーコードの表示　
　カードレスで本の貸出ができます。
●WEB上での本の検索・予約・延長　
　貸出状況の確認もできます。

図書館ホームページのお知らせ

甲州市立図書館のホームページは
便利な機能が盛りだくさん！

甘草屋敷子ども図書館

春のパークライブラリー 要申込

お庭をまわって、絵本を読もう！
日　時  5月17日（日）
会　場  甘草屋敷子ども図書館

● 午前の部　午前10時～
● 午後の部　午後1時30分～
午前、午後にワークショップ忍者工作『忍
んでニンニン』を行います。

※申し込みはこちらから
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山梨県最低賃金
〈時間額〉 1,052円（効力発生日：令和7年12月1日）
山梨県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

情報通信機械器具製造業最低賃金
〈時間額〉 1,100円（効力発生日：令和8年2月15日）

山梨県自動車・同附属品製造業最低賃金
〈時間額〉 1,089円（効力発生日：令和8年3月1日）

 山梨労働局賃金室　☎055-225-2854
 甲府労働基準監督署　☎055-224-5616

山 梨 県 内 の 最 低 賃 金 が
改 正 さ れ ま し た  

〒404-8501 山梨県甲州市塩山上於曽1085番地1　☎0553-32-2111　℻0553-32-1818　ホームページアドレス／https://www.city.koshu.yamanashi.jp　メールアドレス／ info@city.koshu.yamanashi.jp
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人口  28,481人（-72）  男  13,771人（-36）  女  14,710人（-36）  世帯数  13,060世帯（+7）2026.4.1現在 （　）内は前月比
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人口と世帯

子どもから大人までど
なたでもOK! 記念に素
敵なスマイルを掲載し
てみませんか？

甲州市に
あふれる笑

スマイル

顔
大募集！

みんなの

スマイル
s m i l e *

 政策秘書課　秘書・広聴広報担当　☎0553-32-5063
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い
て

若者の市内定住促進を図るため、甲州市から県外の大学等へ通学する学生の皆さんの通学定期購入費
の一部を補助します。

 政策秘書課 地方創生担当　☎0553-32-5037

対象期間 	 4月1日～令和9年3月31日
補 助 額 	 通学定期券購入費の半額（月額上限10,000円）
対 象 	 市内に住所を有し、県外の大学等に通学している方
	 （※学校教育法に定める大学院、大学、高等専門学校、専修学校および各種学校）
	 山梨県が提供する県内就職に資するメールマガジンへ登録した者（事前登録していただくと申請

がスムーズです。）
	 （その他要件がありますので、市ホームページをご確認いただくか下記までお問い合わせください。）
申請期日 	 6月30日（火）まで

詳細はこちら
市ホームページ二次元コード

詳細は、市ホームページをご確認ください。
 政策秘書課 秘書・広聴広報担当

☎32-5063

●カラー（1カ月）	 20,000円
●白　黒（1カ月）	 10,000円広報こうしゅう

●1カ月	 7,000円市ホームページ
（バナー）

広報こうしゅう・甲州市ホームページ

有料広告募集!
毎月1日発行 12,000部

昭和堂
☎
甲州市塩山下於曽 1541-1（塩山バイパス通り）

定休日　水曜
営業時間　10：00～19：00

P有

有
料
広
告

三女誕生♪これから三姉妹仲良く楽
しく過ごしていこうね💕

（宍戸 陽咲ちゃん・風柑ちゃん・花ちゃ
ん・勝沼町上岩崎）

　恵林寺(塩山小屋敷)所蔵の「木造不動明王及二童子像」は令
和8年3月26日に、国重要文化財指定の答申がありました。不
動明王像は、武田信玄公が京都の仏師を呼び寄せ、自身の姿を
写して制作されたといわれ、「武田不動尊」とも呼ばれています。

表紙について

 総務課 行政・危機管理担当　☎32-5041

自分たちの街だから、自分たちの手で守りたい。

甲州市消防団員募集
消防団は、消防・防災のリーダーとして、地域に密着し、
住民の安全と安心を守る重要な役割を担っています。

あなたのチカラが消防団には必要です。

●応募資格	 市内在住または在勤の18歳以上の方
	 （男女は問いません）
●待　　遇	 年報酬・手当支給、公務災害補償、
	 退職報償金（勤続5年以上）

入団申込みはこちら




